
 

 

 

 

 ＡＭＳ山梨青年部ではメーカー別技術勉強会を開催致します。 

各メーカー最新の自動車について学んでみませんか？ 

なお、青年部では年間を通じて各メーカーの勉強会を計画致 

します。是非ご参加下さい。 

 
 
 
 

◇ 開 催 日      平成１９年 ８月２８日（火） １8:30 集合       

１９：００～２１：００ 

◇ 開催場所      振興会大講堂 

◇ 今回のメーカー  日 産 （資料は当日お渡しします） 

◇ 勉強内容      新型車技術研修 

◇ 参 加 費     無 料   

準備の都合上、 ８月２４日（金）迄にご返信下さい 

 

            ＊＊＊  出欠席連絡書   ＊＊＊         
    いずれかに○印 

    ◇ 出 席 （出席の場合は参加者名の欄をご記入の上、ご返信下さい） 

    ◇ 欠 席 

事業場名  

認証番号 ８－ 

   参加者名  

ＦＡＸ（０５５－２６３－４４２０）横内・塩島までお願いします  

※ なお当日は簡単な夕食を用意しておりますのでご承知下さい。 



 

 

 

新技術講習会Ⅱのお知らせ 
        第２回電子制御燃料噴射装置の故障診断講習 

電子制御の仕組みや、制御等を理解することが故障診断の近道です。 

この講習で診断技術をマスターしましょう。 

 

 開 催 日  平成１９年９月３日（月）・９月１０日（月）の２日間 

 時   間  ９：００～１６：００ 

 場   所  （社）山梨県自動車整備振興会 実習場 

 講   師  ディーラー技術トレーナー 

 費   用  ７，０００円（資料代を含む） 

 定   員  先着２０名（定員になり次第締め切ります） 

 申 込 方 法  下記申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて振興会 

        へお申し込み下さい。 

 申 込 期 間  平成１９年８月２０日（月）まで 

☆ 講習当日は、デジタルサーキットテスターをご持参下さい。 

☆ 作業服でおいで下さい。 

                お問い合わせ 教育課 ０５５－２６２－４４２２   

 

                

 

新技術講習会受講票 

 

講 習 名 （電子制御）燃料噴射装置の講習 

開 催 日  平成１９年９月３日（月）・９月１０日（月）の２日間  

場   所 （社）山梨県自動車整備振興会 実習場 

講習時間  ９：００～１６：００ 

 

認証番号  ８－     所属事業場名                     

 

受講者名                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 整備管理者の外部委託は禁止

整備管理者制度が改正されます。

横浜自動車整備（株）横浜自動車整備（株）

（株）国土観光バス（株）国土観光バス（株）国土観光バス

（株）国土自動車整備（株）国土自動車整備

一定の要件を満たすグループ企業内

（株）国土観光バス（株）国土観光バス（株）国土観光バス

整備会社等の

従業員

国土太郎さん

整備管理者

国土太郎さん

平成19年9月10日から施行

注）自家用車（レン
タカーを含む。）に
ついては、従来ど
おり一定の要件の
下、外部委託は認
められます。

整備管理者

整備管理者

● 資格要件（実務経験の自動車の種類の区分）の見直し 

資格要件を、整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は

整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、選任前研修を修了した者とする場合

・事業用自動車等
・自家用貨物自動車等
・二輪自動車
・自家用乗用自動車

の４種類
・二輪自動車
・二輪自動車以外の自動車 の２種類

・同種類の自動車とする区分を以下のとおり見直し

平成19年7月10日から施行

● 定期点検整備の実施計画及び点検整備記録簿の営業所への保存 

定期点検整備の実施計画は、点検整備を実施した旨をその年月日等の情報とともに記載し、

営業所において保存すること。

点検整備記録簿の写し又は電子的記録等のこれと同等と認められるものを営業所において

保存すること。 平成19年9月10日から施行

自動車運送事業者にあっては、自企業外の者を整備管理者に選任することが原則禁止されます。
（平成19年9月10日の改正通達の施行日より前に既に外部委託を行っている場合は、平成21年9月9日まで外部委託を継続することができます。）

ただし、委託先がグループ企業（登記簿、営業報告書等で確認します。）である場合には、以下の条件を満足している

場合に限り外部委託が認められます。

①グループ企業が一体となって輸送の安全確保に取り組む体制を確保するため、安全管理規程及び整備管理規程

その他必要な規程類について、一定の要件を満足していること。

②外部委託することについて、受託者及び受託者の雇用者又は事業場責任者が同意・承認していること。

③整備管理者が他の業務又は役職を兼ねている場合、その兼職内容及び兼職に係わる事業者間の距離が、整備

管理者の業務を行うに支障とならないこと。


